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私たちは、就業規則に謳われている「１年間の休日（１２０日）」について、平成

２１年度内に組合員全員が完全に１２０日の休日を勝ち取るとが出来ました。

就業規則には、

第６１条（公休日）「公休日は、特定の４週間に４日になるよう付与する。なお、４週間

の始期は、昭和６２年４月１日とする。」。

第６４条（特別休日」）「特別休日は、１年間に、１２０日から当該１年間における日曜日

の数を除いた日数を１箇月間に５日ないし６日の割合で付与する。」

（注）「１年間とは４月１日から３月３１日までをいう。」

と書かれています。

皆さんの年間休日はしっかり１２０日間ありましたか！？
これまで会社は、１年間の休日が１２０日に満たない時に、公休日に関する付与方

法が「特定４週の始期が昭和６２年４月１日であり社員個々によってバラツキがあ

る」旨の説明をし続けてきました。しかし、私たちは、注意として書かれていると

おり１年間の１２０日の区切りが書かれている以上、規則どおりに付与するべきだ

と主張してきました。

職場では、年休が流れてしまっている問題や、一方的な休日出勤が常態化してい

ます。要するに必要な要員が足らないことが問題なのではないでしょうか！

年休の完全消化も大切です。しかし、基本的な休日がしかり付与されていること

が大前提です。今後も、労働組合としても安全と健康を担保する休日数のチェック

はしっかりと行ってきます。


